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「インターネット消費生活相談」の開設について 

 

 

１ 開設の趣旨 

仙台市消費生活センターにおける相談は、日曜・祝日を除く日中の相談受付時間内に電話と来所で

対応してきたが、更なる市民サービスの向上に取り組むため、インターネットにより相談を受け付け

る「インターネット消費生活相談」を令和５年度より開設することとし、これに先立ち令和５年１月

１６日より試行を開始している。 

 

２ 概要 

（１） 開始日時 

令和５年４月１日（土） 

  試行期間：令和５年１月１６日（月）～令和５年３月３１日（金） 

（２） 利用方法 

仙台市のホームページから消費生活センターの「インターネット消費生活相談を試行しま

す」のページに入り、「D-Sendai オンライン申請システム（※）」の案内に従って「相談フォ

ーム」等に必要事項を入力後に送信する。 

利用にあたっては、D-Sendaiオンライン申請システムの利用者登録が必要となる。 

（３） 相談対象者 

仙台市在住または仙台市内に通勤・通学されている方 

（４） 相談内容 

消費者と事業者間の契約トラブルなど、消費生活に関する案件の初回の相談。 

クーリング・オフなど急ぎの案件については、これまでどおり電話での相談とする。 

（５） 回答 

受付日から概ね７開庁日の間にメールで回答。相談１回に対し、回答は１回限りとする。 

 

 

 

※ D-Sendaiオンライン申請システム 

職場や自宅等のパソコンやスマートフォンからインターネットを利用して市の様々な申請・届出

ができるもので、令和４年４月から運用を開始したもの。 

 

 

 

 



（ホームページ画面） 
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